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観光・物産振興に係る「地域活性化起業人」の活用について

１ 目的

三大都市圏に所在する企業等の社員が、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従
事することは、企業で培われた人脈やノウハウを活かしながら、地域活性化の取り組みを効果
的・効率的に展開することができるため、有効な方策であることから、「地域活性化起業人制
度」を活用し、複雑化する地域課題の解決と地域の可能性の最大化を図ることを目的とする。
具体的には、観光・物産振興を推進し、芽室町の魅力づくり・魅力発信に繋げ、関係・交流人
口創出等を実現していく。

２ 協定項目

(1) 地域の魅力、課題の調査・分析に関すること
(2) 観光コンテンツの制作支援に関すること
(3) 町内商品等の販売支援に関すること
(4) 地域の生産者や飲食店、事業者等との連携に関すること
(5) その他、食を通じた交流人口・関係人口創出、拡大に関すること

３ 派遣期間（最長）

令和５年４月１日から令和８年３月３１日（３年間）
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❶人づくり
・人財育成･交流
・地域コミュニティ
・町民活動

❷魅力づくり
・地域資源活用
・観光･物産振興

❸
魅力発信
1-2-2
5-1-2

❹芽室町の
ファンづくり
1-2-2
5-1-2

❺関係･交流
人口(企業)創出
1-2-2
5-1-2
5-1-3

➏
移住定住
5-1-2

➐郷土愛
1-2-2
5-1-2

❽地域の活力
（知見）
5-1-2

❾経済（稼ぐ）
（仕組み）
1-2-2
5-1-3
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魅力創造課政策サイクルイメージ
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